
師岡小学校PTAは、会員一人ひとりが、個人または委員会活動・お手伝い活動を通して、

子どもたちが学校生活をよりよく過ごせるようにサポートしていく事を目的として

活動しています。

師 岡 小 P T A 会 員

校内委員選出（12月）

（1年～5年）
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ご あ い さ つ

ＰＴＡ役員・会計監査一同、楽しく充実した活動をしていきたいと考えていますので

どうぞ、よろしくお願い致します。

このパンフレットをご一読の上、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。

なお、ご質問がございましたら、懇談会や総会等でお気軽にお問い合わせください。

１．ぼくたち、わたしたちの師岡小学校 ～ＰＴＡとは～

２．各委員会の位置づけ

３．活動内容のご紹介

４．各委員会委員および各委員長・副委員長の選出について

５．運営委員の特典付与について

６．師岡小学校ＰＴＡ規約

７．校外生活委員会より

○立哨・資源回収場所見回り・地域パトロールご協力のお願いついて

○資源回収についてのお願い
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PTA とは

Parent（父母）
Teacher（先生）
Association（会）
の略称で、日本に導入された当時は、「父母と教職員の会」などと訳されていました。

この名前の通り、PTAとは「保護者と教職員が協力して、児童の幸福で健全な成長を図る」ことが目的で

す。

師岡小学校では、「ぼくたち、わたしたちの師岡小学校」というスローガンのもと、

保護者ひとりひとりが、師岡小のサポーターとなり、「わが子」のためだけでなく、「我が校の子」のために、

地域に寄り添い、子どもたちの学校生活のために活動していきたいと考えています。

師岡小学校のPTA組織について
師岡小学校には５つの委員会および班が

あります。地区から選出される校外生活委

員以外の役員推選班、ベルマーク班、運

動会班、保健班は2年～6年生の保護者

の中から前年度のアンケートにより選出さ

れます。

（詳しい選出方法は別紙をご覧ください。）

児童一人につき少なくとも 6年間のうち一

回は、校内委員会活動に参加しましょう。

（校外生活委員は除く）

各班から選ばれた班長・副班長は協力し

あって、委員会を組織運営し、月一回開か

れる運営委員*1会に年数回参加し、校長

先生、副校長先生やPTＡ会長をはじめと

する役員*2との情報交換や、学校の様々

なことについて意見交換をします。

*1
運営委員：委員長副委員長+役員+校長副校長教務主任の先生

*2
役員：会長・副会長・会計・書記

ぼくたち、わたしたちの師岡小学校

P T A 総 会

運 営 委 員 会

師岡小学校保護者

校内委員会

校
外
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活
委
員
会

地
区

◆
ベ
ル
マ
ー
ク
班

◆
推
選
班

◆
運
動
会
班

◆
保
健
班

会
計
監
査



- 3 -

各委員会の位置づけ

◇運営委員会とは◇

学校長・副校長・ PTA会長・ PTA副会長・会計・書記に加えて、各校内委員会の正・副班長および校外委

員正・副委員長のメンバーで構成されます。毎月１回開催され、いろいろな情報交換や各委員会の活動

予定、報告がなされます。

【主な活動内容】

運営委員会開催（月１回）、ＰＴＡ総会開催（年２回）、ＰＴＡ主催行事の企画・運営、学校行事のお手伝い

や常置委員会との調整等

◇ベルマーク班とは◇

教育の向上をはかるため環境の整備に協力します。

活動内容
家庭から集まったベルマークを企業・点数別に集計し、協会へ送付して学校用品と交換す

る活動です。

活動時期

年に２回の在宅作業（貼付作業）と７月と１１月の平日もしくは土曜日に学校で一斉集計を

行います（各２時間程度）。

企業別振り分けは、現在環境委員の児童を筆頭に、全校児童で行っています。

備 考
平日の活動が難しい方でもご参加いただけるよう土曜日の作業日を設けており、PTA活動

にご協力いただくことができます。

活動成果
児童数が多いため常に本が不足している状態ですが、この活動により毎年８０冊以上の新

しい本がこどもたちへ届いています。

◇運動会班とは◇

学校と協力して運動会が円滑に進むように協力します。

活動内容
運動会前日の準備および当日のお手伝いです。保護者の入退場誘導や学校内外のパトロ

ール、校庭の片づけ等を行います。

活動時期
運動会前日（平日・午後／予定）と当日（朝～運動会終了後の校庭片付け完了まで）。

ご自身のお子さまの演技時間は観覧できるよう班内で調整します。

備 考
運動会は秋開催予定です。雨天順延の場合も順延日に活動します。

安全上、未就学児を連れての活動はできません。活動日は前当日の２日間のみです。

活動成果 混乱や事故のないスムーズな運動会の運営に寄与しています。

◇保健班とは◇

学校保健に協力して体育保健の向上、児童の福祉厚生をはかり教育環境の整備を行います。

保健知識を自らも学びながら子供達の豊かな成長のための支援に積極的に努めています。

活動内容
保健の知識を児童と共に学びながら、白衣の点検・修繕や給食試食会の企画・運営を行い

ます。

活動時期
6年生の修学旅行日程に合わせ開催する給食試食会（Ｒ４年度は 7月）、１２月（もしくは年

度末）に白衣点検・修繕（平日午前～お昼頃まで）を行います。

備 考
すべて活動は平日になります。給食試食会等を通して子どもたちの健康を親目線でフォロ

ーすることができます。

活動成果
定期的な白衣点検により、衛生的な白衣を着用できています。給食試食会での意見は献

立へ反映され、食育に繋がっています。



- 4 -

◇推選班とは◇

役員候補者および校内委員を選出します。

活動内容
本部役員候補者と校内委員を推選します。

募集アンケートの作成および配布、回収後の班決め・決定者への通知を行います。

活動時期

１１月頃～２頃（適宜）

プリントの印刷と回収のため、一部の方は平日来校の必要があります。

アンケート回収後のリスト化や選定は、土曜日の活動および在宅活動も可能です。

備 考
プリントの作成（雛形あり）や班員のリスト化でパソコン作業があります。

班員の勧誘はありません。本部役員と共に活動します。

活動成果 PTA会員が無理なく活動できるよう、班員構成や選出を行っています。

◇校外生活委員会とは◇

学校・社会教育団体と協力して児童の校外指導に協力します。

【主な活動内容】

常置委員会開催（年９回）

スクールゾーン対策協議会開催

立哨、パトロール、資源回収の当番表作成等
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ＰＴＡ会員の皆様へ

師岡小学校 校内委員選出について

校内委員会

委員選出方法

・運動会班・ベルマーク班・保健班・役員推選班を事前アンケートにて選出します。

・アンケート集計後、人数が足りない場合は学年別に再募集させていただきます。

また、人数が多い場合は推選班にて、高学年の保護者を優先的に選出いたします。

・児童１名につき６年間で１回は校内委員会活動にご協力をお願いいたします。

・校内委員に決定した方には３月までにお便りを配布いたします。

※活動の内容(３～４ページ参照)は変更になる可能性があります。

※各班の活動日（土日開催可）や活動方法は班の中で決めていただきます。

校外生活委員会

地域の協力を得ながら、学校とともに子どもたちの校外活動を支援します。

委員の選出は、各地域で行われます。校外委員と校内委員は兼任できません。

校内委員活動は、できるだけ多くの父母が参加できるよう個々の諸事情を考慮し、できる範

囲で行っていただきます。

平日の活動が難しいご家庭でも、土曜日やご家庭で活動いただけるよう、随時見直しを図っ

ております。

また、各班と本部役員とでコミュニケーションをとりながら活動しますので、困ったことや

わからないことも相談しながら活動することができます。

こどもたちの健やかな学校生活のため、ご協力の程宜しくお願いいたします。
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【運営委員・班長・副班長の特典付与について】

ＰＴＡ運営委員会のメンバーには、以下の特典が付与されます。

※班長・副班長とは令和３年度以降の校内委員会の正・副のことであり、それ以前の

委員会の班長・副班長には当てはまりません。

令和 3年以前の正・副委員長は適用されます。

＜特典付与対象の運営委員会メンバー＞

本部役員（ＰＴＡ会長、副会長、会計、書記）※会計監査は除く

各校内委員会の正・副班長

校外委員会の正・副委員長

【特典①】卒業式の優先入場チケット配布

・運営委員経験者には、卒業式において優先入場出来るチケットをお渡しします。

・ＰＴＡ活動を行った対象のお子様一名が卒業時のみ対象です。

・平成２８年度の卒業式から導入し、元運営委員経験者も対象とします。

・席の確保は２席まで（親族のみ）とします。（※席は前列の指定席となります。）

・対象者には３月上旬にお手紙（チケット同封）を配布予定です。

・当日の流れにつきましては、チケットと同封のお手紙かがくぷりでお知らせいたします。

※諸般の事情により、内容が変更する場合があります。

【本部役員の特典付与について】

※本部役員とはＰＴＡ会長、副会長、会計、書記のことです。

会計監査には特典はつきません。

【特典②】卒業式の優先入場チケット追加事項

・特典①と同様ですが、本部役員は全ての子どもが対象となります。

（未就学児も含む・役員在籍時に登録されているお子様以外でその後お生まれになった

お子様がいらっしゃる場合は、自己申告となります。２～３月にその旨をお知らせしま

すので、ご申告ください。）

【特典③】校外委員免除

・本部役員は校外委員免除とします。ただし、その地域に十分の家庭数がない場合はその

限りではありません。

※令和２年度導入
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横浜市立師岡小学校ＰＴＡ規約

第 １ 章 名称・事務所

第１条 この会は、横浜市立師岡小学校ＰＴＡといい、事務所を師岡小学校におく。

第 ２ 章 目 的・活 動

第２条 この会は、父母と教職員が協力して、家庭と学校と社会における、児童や

青少年の幸福な成長をはかることを目的とする。

第３条 この会は前条の目的をとげるために、次の活動をする。

１．会員相互の教養の向上と親和を図る。

２．家庭と学校との緊密な連絡によって、児童青少年の生活を補導する。

３．児童、青少年の教育環境の充実に努める。

４．児童、青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体、および機関と協

力する。

第 ３ 章 方 針

第４条 この会は、つぎの行為をしてはならない。

１．特定の政党や宗教に偏ったり、この会または役員の名で公私の選挙

の候補者を推選すること。

２．もっぱら営利を目的とする行為、または学校の人事、その他管理に干渉

すること。

第 ４ 章 会 員

第５条 この会の会員となることのできるものは、つぎの通りである。

１．師岡小学校に在籍する児童の保護者。

２．師岡小学校教職員。

第６条 この会の会員はつぎの会費を納めるものとする。

第 ５ 章 会 計

第７条 会費は１世帯あたり月額４００円、１２か月とする。

第８条 この会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入によってまかなう。

第９条 この会の運営は、総会において議決された予算をもとに行う。

第１０条 この会の決算は、総会に報告し、承認を得なければならない。

第１１条 この会の会計年度は、毎年 4月 1日から始まり翌年の 3月 31日に終わる。

第 ６ 章 役 員

第１２条 この会の役員はつぎの通りとする。

１．会 長 １名（父母）

副会長 ２名以上（父母）

会 計 ２名以上（父母と副校長）

書 記 ２名以上（父母と教員）

顧 問 若干名

２．役員は他の役員、会計監査委員または役員推選班を兼ねることはできない。

第１３条 役員は、役員推選班の推選により２月総会の承認を得なければならない。但し、

顧問は運営委員会の推選により、会長が委嘱する。
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第１４条 役員の任期は 2年とする。但し、再任をさまたげない。

第１５条 役員に欠員を生じた時は、運営委員会で推選し、総会の承認を得る。

但し、任期は前任者の残任期間とする。

第１６条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

第１７条 書記は会長の指示に従って、この会の庶務を行ない、

会計は会計事務を処理する。

第 ７ 章 会 計 監 査

第１８条 この会の経理を監査するために、２名以上の会計監査委員（父母）をおき任期

は１年とする。

第１９条 会計監査委員は、総会で選出し必要に応じ会計監査を行う。

第 ８ 章 役員推選班

第２０条 役員の候補者を推選するときは、役員推選班（以下「推選班」という）をおく。

第２１条 推選班の数と選出の方法は細則で定める。

第 ９ 章 総 会

第２２条 総会は会員をもって構成し、この会の最高議決機関である。

第２３条 総会は定期総会、および臨時総会とする。

１．定期総会は、５月、２月または３月に開催する。

２．臨時総会は、運営委員、全委員会が必要と認めた時、または、会員の

１０分の１以上の要求があった時開催する。

第２４条 総会は、会員の５分の１以上の出席を必要とし、議事は出席者の過半数で

決する。但し、委任状を認める。

第２５条 全委員会は、役員、PTA委員、校外委員ならびに全教職員をもって構成

する。

第２６条 全委員会は、総会につぐ決議機関で、会長が必要と認めた時、または第２５条

に定める構成員全員の３分の１以上の要求があった時開催し、議事は出席者の

過半数で決める。

第 １０ 章 運営委員会

第２７条 本会を運営するために、運営委員会を設置する。

第２８条 運営委員会は、役員、校長、校外委員長、副委員長、各班長、副班長をもって

構成し、会務の処理に当たる。

第 １１ 章 校内委員会

第２９条 この会の目的を推進するために必要な委員会を設置する。

１．各校内委員会の委員は、PTA委員、教職員で構成し、班長１名

（父母）、副班長１名（父母、但し校外生活委員会のみ２名以上）

２．班長、副班長の選出は委員の互選。

３．校内委員会の活動については細則に従う。

第３０条 この会が必要と認めた時は、運営委員会の承認を得て特別委員会をおく

ことができる。これについては細則に定める。
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第 １２ 章 細 則

第３１条 この会の細則は運営委員会の議決を経て定める。議決には運営委員の３分の２

以上の出席を必要とし、議事は出席者の３分の２以上をもって決する。またその

結果を次期総会に報告しなければならない。

第 １３ 章 改 正

第３２条 この規約は、総会で、出席の３分の２以上の賛成がなければ、改正する

ことができない。また、改正案は総会開催以前に全会員に知らせなければならい。

細 則

１．役員推選班、校内委員、校外生活委員の選出。

（１）推選班は代表 4名以上、教職員代表２名、運営委員代表１名とし、班長は推選班の

互選による。

（２）校内委員は、立候補および推選班による厳選な抽選により選出し、各班に所属する。

但し、児童１人に対して２回以上校内委員に選出される場合、班長・副班長の選出

を辞退することができる。

（３）校内委員の任期は１年とし、再選はさまたげない。

（４）校外生活委員は、各地区父母より１～２名を選出する。

（５）校外生活委員の任期は、２月から翌年の３月末までとし、再選はさまたげない。

（６）役員、校内委員、校外委員は同じ年 1つのみしかしてはならない。

２．委員会・特別委員会

（１）委員会は、保健班、運動会班、ベルマーク班、役員推薦班の４班および校外生活委

員とする。

○保健班――学校保健に協力して、体育保健の向上、児童の福祉厚生をはかり教育環

境の整備にあたる。

○ベルマーク班――教育効果の向上をはかるため環境の整備に協力する。

○運動会班――学校と協力して児童の運動会が円滑に進むように協力する。

○役員推選班――役員の推選および校内委員の選出を行う。

○校外生活委員会――学校・社会教育団体と協力して児童の校外指導に協力する。

（２）班長は、必要に応じて委員会を開くことができる。

（３）特別委員会の委員長は、会長が指名する。

（４）特別委員会の委員長は、運営委員会に出席できる。

（５）特別委員会は、任務が終了したとき解散する。

３．交通費

交通費――ＰＴＡ活動の為に、交通機関を利用する場合は、それに要した実費

を支払う。

４．個人情報の取り扱い

個人情報保護法の主旨に則り、この会の会員は名簿、連絡網等の個人情報の取り扱

いに留意し、目的外に使用しないこと。また、年度末やその目的が終了した時点で

速やかに破棄すること。
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昭和４７年 ５月１６日 制 定

昭和４８年 ３月１１日 一部改正

昭和５０年 ４月 １日 一部改正

昭和５２年 ４月 １日 一部改正

昭和５６年 ２月２３日 一部改正

昭和６３年 ４月 １日 一部改正（第７条）

平成 ２年 ４月 １日 細則一部変更

平成１２年 ４月 １日 細則一部変更

平成１５年 ５月１６日 一部改正

平成２０年 ４月 １日 細則一部変更

平成２１年 ４月 １日 一部改正（第 12 条）

平成２４年 １月１６日 細則一部変更

平成２４年 ２月１７日 一部改正（第 13 条、第 23 条、第 26 条、第 31 条）

令和４年 ２月２１日 一部改訂（第 10 章、細則一部変更）


